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告 示

高知県告示第265号

平成19年11月高知県告示第737号（高知県高等学校等奨学金特

別会計に係る歳入金の督促に関する督促状の様式の定め）の一部

を次のように改正する。ただし、同告示により定められた督促状

の様式は、残品の限度で使用することができる。

令和 7年 4月 1日

高知県知事　濵田　省司

様式裏面中「及びりそな銀行」を削る。

高知県告示第266号

平成27年 3 月高知県告示第183号（高知県母子父子寡婦福祉資

金特別会計に係る歳入金の督促に関する督促状の様式の定め及び

告示の廃止）の一部を次のように改正する。ただし、同告示によ

り定められた督促状の様式は、残品の限度で使用することができ

る。

令和 7年 4月 1日

高知県知事　濵田　省司

1　貸付金元金の督促状の様式（第 3片の裏面）及び 2　貸付

金利子の督促状の様式（第 3片の裏面）中「及びりそな銀行」を

削る。

高知県告示第267号

平成27年 3 月高知県告示第184号（高知県母子父子寡婦福祉資

金特別会計に係る歳入金の納入に関する納入通知書の様式の定め

及び告示の廃止）の一部を次のように改正する。ただし、同告示

により定められた納入通知書の様式は、残品の限度で使用するこ

とができる。

令和 7年 4月 1日

高知県知事　濵田　省司

1　貸付金元金の納入通知書の様式（第 3片の裏面）、 2　貸

付金利子の納入通知書の様式（第 3片の裏面）及び 3　手書き用

の納入通知書の様式（ 1枚目の裏面）中「及びりそな銀行」を削

る。

高知県告示第268号

平成 4 年 4 月高知県告示第214号の 3 （措置児童の保護者等負

担金の納入通知書及び督促状の様式の定め及び告示の廃止）の一

部を次のように改正する。ただし、同告示により定められた納入

通知書及び督促状の様式は、残品の限度で使用することができ

る。

令和 7年 4月 1日

高知県知事　濵田　省司

1　納入通知書の様式（第 3片の裏面）及び 2　督促状の様式

（第 2片の裏面）中「及びりそな銀行」を削る。

高知県告示第269号

平成26年 3 月高知県告示第201号（県立高等学校の授業料及び

受講料の納入通知書の様式の定め及び告示の廃止）の一部を次の

ように改正する。ただし、同告示により定められた納付書の様式

は、残品の限度で使用することができる。

令和 7年 4月 1日

高知県知事　濵田　省司

4の様式上段の（第 1片の裏面）及び下段の（第 3片の裏面）

中「及びりそな銀行」を削る。
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